
 

制
度
改
正
等
の
内
容
 

　
「
現
役
世
代
の
負
担
と
受
給
世
代
の
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
の
見
直
し
」
と
「
多

様
な
生
き
方
・
働
き
方
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
」
を
大
き
な
柱
に
さ
ま
ざ
ま

な
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。
 

　
平
成
17
年
4
月
か
ら
平
成
18

年
3
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

が
1
3
，5
8
0
円
と
な
り
ま
す
。 

　
現
在
、国
民
年
金
保
険
料
の
申

請
免
除
は
、被
保
険
者
本
人
に
所

得
が
な
く
て
も
世
帯
主
で
あ
る
親

の
所
得
が
多
け
れ
ば
承
認
さ
れ
ま

せ
ん
。 

　
し
か
し
、今
回
の
改
正
に
よ
り
、

30
歳
未
満
の
若
年
者
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者
の

所
得
が
免
除
の
所
得
要
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、年
金

手
帳
・
印
鑑
・
所
得
の
少
な
い
こ
と
が

わ
か
る
も
の
を
ご
持
参
の
う
え
、お

近
く
の
支
所
窓
口
で
手
続
を
お
こ
な
っ

て
く
だ
さ
い
。 

　
こ
の
納
付
猶
予
の
承
認
は
毎
年

7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
で
す
。た

だ
し
、途
中
で
30
歳
に
到
達
す
る

方
は
、30
歳
に
到
達
す
る
月
の
前
月

ま
で
の
承
認
と
な
り
ま
す
。 

　
な
お
、平
成
17
年
度
の
承
認
期

間
は
、平
成
17
年
4
月
か
ら
平
成

18
年
6
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

　
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
を
当

月
末
の
振
り
替
え
に
さ
れ
る
と
保

険
料
が
毎
月
40
円
割
引
に
な
り
ま

す
。 

　
な
お
、現
在
、口
座
振
替
を
ご
利

用
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、原
則
、初
回
に
2
か
月
分（
割

引
の
な
い
前
月
分
と
割
引
の
あ
る

当
月
分
）を
振
替
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

　
平
成
17
年
4
月
か
ら
平
成
18

年
3
月
ま
で
の
1
年
分
の
国
民
年

金
保
険
料
を
、口
座
振
替
に
よ
り

平
成
17
年
4
月
末
に
納
付
さ
れ
る

と
、金
融
機
関
等
の
窓
口
で
1
年
分

の
保
険
料
を
納
付
さ
れ
る（
2
，

8
9
0
円
の
割
引
）よ
り
、さ
ら
に

保
険
料
が
5
3
0
円
割
引
さ
れ
、

大
変
お
得
で
す
。 

　
現
在
、口
座
振
替
に
よ
る
1
年

前
納
を
さ
れ
て
い
る
方
の
届
出
は

不
要
で
す
。 

　
な
お
、口
座
振
替
に
よ
り
6
か
月

分
を
前
納
さ
れ
る
場
合
も
割
引
さ

れ
ま
す
。 

　
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、希
望
さ

れ
る
金
融
機
関
ま
た
は
お
近
く
の

社
会
保
険
事
務
所
で
お
こ
な
っ
て
く

だ
さ
い
。 

 

　
国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
に

お
い
て
、任
意
加
入
期
間（
強
制
加

入
で
は
な
い
が
任
意
に
申
出
す
れ

ば
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
期
間
）

に
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
り
、障
害
基
礎
年
金
が
受
給
で

き
な
か
っ
た
方
に
特
別
障
害
給
付

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
支
給
額
は
、1
級
で
月
額
5
万
円
、

2
級
で
月
額
4
万
円
と
な
り
ま
す
。 

　
手
続
き
は
、お
近
く
の
支
所
窓
口

で
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。 

　
対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

①
昭
和
61
年
3
月
31
日
以
前
に

初
診
日
が
あ
り
、そ
の
当
時
被
用

者
年
金
各
法（
厚
生
年
金
保
険

法
、各
共
済
組
合
法
等
）の
被
保

険
者
等
の
配
偶
者
で
あ
り
、か
つ

国
民
年
金
法
の
任
意
加
入
被
保

険
者
で
な
か
っ
た
方
で
、そ
の
傷

病
に
よ
り
現
に
国
民
年
金
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
状

態
に
あ
る
方
。 

②
平
成
3
年
3
月
31
日
以
前
に

初
診
日
が
あ
り
、そ
の
当
時
学
生

ま
た
は
生
徒
で
、か
つ
国
民
年
金

の
任
意
加
入
被
保
険
者
で
な
か
っ

た
方
で
あ
っ
て
、そ
の
傷
病
に
よ

り
現
に
国
民
年
金
の
障
害
等
級

に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る
方
。 

　
現
在
、第
3
号
被
保
険
者
の
届

出
を
2
年
以
上
遡
っ
て
手
続
き
し

た
場
合
、2
年
を
超
え
る
月
分
に
つ

い
て
は
未
納
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。 

し
か
し
、年
金
受
給
権
の
確
保
等
を

図
る
観
点
か
ら
、2
年
以
上
遡
る
過

去
の
未
納
期
間
に
つ
い
て
も
保
険
料

納
付
済
期
間
と
す
る
特
例
措
置
が

と
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、遡
っ
て
納
付

済
期
間
と
な
っ
た
期
間
中
に
発
生

し
た
障
害
事
故
に
つ
い
て
、遡
っ
て
障

害
基
礎
年
金
は
発
生
し
ま
せ
ん
。 

　
す
で
に
2
年
以
上
遡
っ
て
第
3

号
被
保
険
者
の
手
続
き
を
さ
れ
て

い
る
方
は
改
め
て
手
続
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
な
お
、年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
、

届
出
の
あ
っ
た
日
の
翌
月
か
ら
年
金

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。 

国
民
年
金
保
険
料
の
金
額
 

が
変
わ
り
ま
す
。 

1

口
座
振
替
に
よ
り
1
年
分
 

の
国
民
年
金
保
険
料
を
前
 

納
さ
れ
る
と
3
，4
2
0
円
 

お
得
で
す
！
 

3

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
 

導
入
さ
れ
ま
す
。 

4

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
 

別
障
害
給
付
金
が
支
給
さ
 

れ
ま
す
。 

5

第
3
号
被
保
険
者
の
届
出
 

漏
れ
を
救
済
し
ま
す
。 

6

口
座
振
替
に
よ
り
国
民
年
 

金
保
険
料
を
当
月
末
に
納
 

付
さ
れ
る
と
月
々
40
円
 

お
得
で
す
！
 

2

年
金
制
度
が

 
変
わ
り
ま
す
！

平成17年 
4月から 
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